
 大規模災害の発生により、近畿地方での廃棄物処理関連の機能が甚大な被害を受けた場合におい
ても大阪湾センター機能を円滑に維持し、影響を最小化することが必要。

 大阪湾センターの業務継続計画（ＢＣＰ）の導入及び国や地方公共団体等も含めた関係者間の連
携協力体制、重層的な対応体制の構築等の基本条件について、複数年度にかけて検討・整理を実
施していく。

令和元年度大阪湾圏域における大規模災害に備えた廃棄物処理業務継続のための
計画、減災対策、連携協力体制等の基本条件検討モデル事業

テーマ２：大阪湾圏域での連携協力及び災害廃棄物
処理に関する調査検討

（１）業務継続のための基本的事項の調査検討
■課題抽出
・センターの災害対応要領・体制等
・最近の被災事例と復旧対応（H30台風20,21,22号等)
・最新の被害想定やセンターの人的・物的経営資源の
整理

■業務継続計画項目の内容検討
・目的（大阪湾圏域等の廃棄物受入れ）の検討
・重要業務の選定、優先順位
・経営資源の特定と依存度把握、ボトルネックの特定
・業務継続戦略、その適用条件の検討、など

（２）施設の減災のための施設整備のあり方に
関する調査検討

■処理施設の現状調査及び課題整理
■事前対策及び関係者間の費用分担等検討

テーマ１：大阪湾センターの業務継続及び減
災のための施設整備に関する調査検討

（３）関係機関の連携協力体制及び重層的な対応体制構築
の調査検討

■現状調査及びセンター停止時等への対応策の整理
・各自治体等における廃棄物発生量（平時・災害時）等の概要把握
・一廃・産廃等処理施設等の概要(災害リスク・課題整理)
・廃棄物処理業務関係機関間の現況の連携協力体制の整理

↓
・センター処理施設の被害想定及び影響の整理。
・センターの機能停止によって各機関に求められる対応策の整理及
び連携項目の検討

（４）災害廃棄物処理に関する調査検討
■センターにおける災害時の廃棄物処理の対応履歴の整理

■処分容量確保等に係る課題の整理（法的、費用分担、手
続き等の事項を含む）

＜業務進行のための意見交換の実施＞

大阪湾センターおよび大阪湾管理センターの構成団体（兵庫県、大阪府、神戸市、大阪市）、学識者、
近畿地方環境事務所から構成されるワーキンググループを設置する（年3回）



（１）業務継続のための基本的事項の調査検討

調査検討事項
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■検討結果（一部抜粋）
・業務に不可欠な資源を洗い出し、その重要性と災害時の影響
度を評価した。

・目標復旧時間、最大許容停止時間の考え方を、代替戦略も想定
して検討した。

埋立施設

両方稼働 １つだけ稼働 両方停止

受
入
れ
基
地

全て
稼働

平常時
の状況

ステークホルダー
との調整

各ストック
ヤードに一
時保管

一部
のみ
稼働

ステークホルダー
との調整

各ストック
ヤードに一
時保管

全て
停止 × × ×

△

△
ストック
ヤードの
保管限界
時間

埋立
再開
不可

埋立
再開
＆

基地受
け入れ
不可

ごみピットに
ごみを貯める
（焼却しない）

大阪湾センターの
目標復旧時間
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△：基地での受け入れのみ可能（限度あり）
×：基地での受け入れ自体が不可能

灰を基地内で保管・埋立

▼災害時の基地と埋立施設の状況ケース

■大阪湾センターにおける＜目標復旧時間＞と＜最大許容停止時間＞の考え方（案）
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ごみ・灰を基地外で保管・埋立
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※想定条件：圏域内の一部の焼却施設は稼働し、焼却灰が輸送されてくる。
・受入れ基地の変更が可能（現状では不可能）

通常は
許容されない
（想定しない）

状況

（２）施設の減災のための施設整備のあり方に関する調査検討

■検討結果（一部抜粋）
・対象施設（2 処分場、9 基地）について、施設ごとの耐震対策、
老朽化対策等に関する情報を収集し、被害想定別に課題と事前
対策（案）を整理

・「南海トラフ地震」と「上町断層帯地震」及び台風災害等の風
水害を検証

・施設が停止した場合の影響度と、想定被害毎の施設の被害程度
を定量化した上で、優先的に復旧させる施設、復旧レベルにつ
いて評価し、施設ごと順位付け

尼崎 播磨 津名 神戸 姫路 大阪 堺 泉大津 和歌山

影響度×施設被害 64 24 30 45 24 63 80 66 80

施設復旧順位 4 8 7 6 8 5 1 3 1

影響度×施設被害 72 12 12 20 12 70 80 66 20

施設復旧順位 2 7 7 5 7 3 1 4 5

兵庫建設事務所 大阪建設事務所
対象災害

南海トラフ巨大地震

項目

基地

上町断層帯地震

神戸沖 大阪沖 尼崎沖
泉大津
沖

本社
大阪建設
事務所

兵庫建設
事務所

影響度×施設被害 20 24 8 10 21 21 16

施設復旧順位 2 1 4 3 1 1 3

影響度×施設被害 15 18 4 6 30 27 8

施設復旧順位 2 1 4 3 1 2 3

南海トラフ巨大地震

項目

上町断層帯地震

処分場 事務所

対象災害

本検討条件において
判定した各施設の
復旧優先度

（３）関係機関の連携協力体制及び重層的な対応体制構築の調査検討

■検討結果（一部抜粋）
・大阪湾センターにおける平時の一般廃棄物・産業廃棄物等の量 的流れを、
基地・処分場毎に統一的に整理

・大阪湾圏域の各地方公共団体における災害廃棄物発生量と、県域の各施設
が受ける被害（施設の能力低下）について、南海トラフ巨大地震と上町断
層帯地震について検討

・大阪湾圏域における関係機関の発災時の連携協力体制と調整が必要な関係
者・調整内容及び連携が必要・有効な項目について検証

一般廃棄物：約49万t、
産業廃棄物：約45万t、
合計：約94万tの廃棄物を
フェニックスセンターで受入れ・処分
（平成30年度実績）

埋立処分場毎の廃棄物受入量経時変化

南海トラフ巨大地震発生時の
組成別災害廃棄物発生量推計値

上町断層帯地震発生時の
組成別災害廃棄物発生量推計値

【施設能力低下可能性検討結果】

○一般廃棄物却施設
平時と比較して
南海トラフ巨大地震発生時

→最大で47.3%処理可能量低下の可能性
上町断層帯地震発生時

→最大で37.2%処理可能量が低下の可能性

○一般廃棄物最終処分場
平時と比較して
南海トラフ巨大地震発生時

→ 最大で6.9%処理可能量が低下の可能性
上町断層帯地震発生時

→最大で5.1%処理可能量が低下の可能性

埋立処分場毎の残余容量経時変化
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今後の課題
◎業務継続のための基本的事項の調査検討
①ボトルネックの特定及び復旧時間の検討
• 対策実現にあたってのボトルネックとなる法的問題、ステークホルダーとの取り決めなどについて検討
②業務継続戦略の検討
• 「ストックヤードの保管限界時間の検討」、「後背市町村で焼却を停止しピットにごみを貯めておける時間」の検討を進

め、目標時間確保のための「平常時の備え」と「災害発生時の対応」の検討

◎大阪湾センターの処理低下時における大阪湾圏域での連携協力等
①大阪湾センターの施設整備の優先度評価の精緻化
• 後背圏市町村の平時の一般廃棄物処理体制（焼却施設、最終処分場）でどの程度回せるかなどについて、対象地域を絞り

モデル的に把握することが考えられる。

◎関係機関の連携協力体制及び重層的な対応体制構築の調査検討
①災害廃棄物発生量算出の精緻化
• 近畿ブロック全域を対象にした上町断層帯地震の震度分布を踏まえた建物被害想定、液状化被害想定、最新の高潮浸水想

定に基づく災害廃棄物発生量の推計
②後背市町村等の一般廃棄物処理体制の確認
• 大阪湾センターの災害廃棄物初動対応で重要となるのは、各焼却施設で生活ごみ、避難所ごみ、片付けごみを処理した際

に発生する焼却灰の処理が想定されることから、これらの精緻化のための検討が必要

◎その他
①利害関係者との合意形成
• 大規模災害発生時の大阪湾圏域における廃棄物の受入に関する多くの課題は、大阪湾センターが単独で解決できるもので

はなく、大阪湾圏域の利害関係者と調整し、合意形成を図ることが大前提となる。
• 今後は、本検討の検討を深めるとともに、利害関係者との合意形成を継続的に行うことが必要である

（4）大規模災害時の災害廃棄物処理に関する調査検討

調査検討事項

■検討結果（一部抜粋）
・大阪湾センターにおける過去の災害廃棄物処理実績を
阪神淡路 大震災を中心に整理し、過去の対応時の課
題を抽出

・阪神・淡路大震災当時からの変更点と変わらない点を
中心に課題・対応事例を整理・検討

・阪神・淡路大震災の課題と対応事例を踏まえ、今後の
広域的な大規模災害発生時に教訓を生かした実効性の
高い対応を該当項目ごとに検討

阪神・淡路大震災災害廃棄物処理における課題と対応事例整理結果（抜粋）


